
特集・大都市における地域行政

平井義男

目次

1一参加へのアプローチ

2－集会の目的・運営方法と

アンケートの結果

3－参加と広聴・広報業務

4－参加と職員

5―参加と区役所

参加へのアプローチ

「使い捨て時代といわれ，ゴミは驚異的に増え続

けております。

あいつぐ人口の増加，消費生活の向上，生活様式

の変化などによって，市内全域から１日に出るゴ

ミの量は，この10年間で人口が約1.6倍増えたの

に対し,6倍の約3,000トンにもなります。

この量は,45リットル入りポリバケツで並べる

と，東海道線の横浜駅から，静岡駅まで達するほ

どです。

私達が従来，ややもすると無関心に扱ってきたゴ

ミ処理が，現在もっとも重要かつ困難な問題とし

て，対処していかなければならないときにきてい

るのです。

市では，こうした都市問題と対決するため，5大

戦争の１つに“ゴミならびに都市廃棄物との戦

い”を宣言し，予算を倍増し，ゴミ処理の対策に

万全を期しています。

しかし，人口増加の激しい本市では，ゴミはこれ

からもふえ続けることが予想され，市独自の力だ

けでは，根本的な解決は望めません。

ノー包装運動，ゴミを出さない運動，を全市民と

共同して進めていかなければ，将来横浜はゴミの

山で埋まってしまうでしょう。

以上を集会開催の趣旨とし，討論の課題としてー

＜１＞ノーゴミ運動

ふえ続けるゴミに対して，その処理体制に万全を

期していることは当然ながら，根本的な問題とし

て，できる限りゴミを減らすことが必要。そのた

めに，企業，市民の協力による，ノーゴミ運動，

ノー包装運動をはじめ市民協力推進事業が実施さ

れている。ゴミの計画収集の普及，不法投棄り防

止対策，ゴミ処理普及，粗大ゴミ収集普及等であ

る。

①こうした事業にたいする市民の反応

住民参加と区政
緑区の住民集会から
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②市民協力推進事業にたいする理解

③運動への参加と具体的な方法

＜２＞ゴミの収集

緑区内のゴミは,1週間２回の収集方法で処理さ

れ，粗大ゴミは３ヶ月から４ヶ月に１回の割合で

収集している。

①家庭ゴミの収集回数

(D収集場所の設置方法

③収集場所の環境

④ゴミの容器

⑥産業廃棄物の不法投棄

＜３＞焼却工場の建設

現在，ゴミの焼却処理30％を100％完全焼却する

ため，焼却工場が必要。市では１区１工場の建設

目標をたてている。

①工場への道路交通の問題

②工場建設にともなう公害問題

⑧福祉対策

＜４＞埋め立て処分地

①処分の方法

②周辺地域住民への対策

③汚水排水対策

＜５＞し尿汲み取り問題

市における汲み取りは人頭制，従量制の料金体系

にもとずき，おおむね20日に１回，許可業者によ

って実施してきたが，許可制から，委託制に改正

することを重点に制度の切り替えを行った。

①標準汲取り回数

②料金問題

③汲み取り業者への苦情

④汲み取り料金の無料化

⑤浄化槽の維持管理と汚水の処理

-など大別して５項目を討論の素材として選

び，緑区内の各種団体，モニター，一般市民へ呼

びかけをし，2月14日，区民194名の参加をえて

区の主催で゛生活環境と市政を語る区民の集い”

を開催した。

「この間，清掃工場を見学して予想以上の清潔さ

にビックリした。こんな施設なら，早く１区１工

場を建設し,区内の処理能力を高めてもらいたい。

老人福祉施設や温水プールも併設されるとのこと

で，いままでのゴミ焼場のイメージとはまったく

ちがっている。できるだけ多くの市民に，こうし

た近代的施設を見学する機会を与えるべきだ」と

町内会長の発言。

また「市や環境事業局の職員が，いくら努力して

みても，私たち１人１人の協力がなければうまく

いかない,市民全体でゴミ戦争に参加しましょう」

と提案する婦人。一主婦の立場から,「市はノーゴ

ミ運動を提唱しているけれども，市民が実行でき

るような具体的提案をどしどしすべきだ」

これらはいずれも集会の中で，参加した人達から

出された意見である。

ゴミ戦争とまでいわれ，生活のなかに根ざした問

題だけに，市民と市，市民相互の活発な意見交換

のうちに予定した２時間はまたたく間に終ってし

まった。

集会の目的・運営方法とアンケート

の結果

「参加とユミニケーションは，都市問題を解く最

大の鍵である」＜リンゼイ・ニューヨーク市長＞。

この集会心意義はもちろん，都市化の中での「ゴ

ミ」問題にたいする市と市民，市民相互の意見交

換の中から問題の方向づけをすること。もう一方

では，従来から行なわれてきた「住民集会」のよ

うに，市民から提出された地域問題の要求，要望

にたいし，市側の都合による一方通行の回答のみ

で終らせたり，市による計画決定事項や，事業計

画を説明し，それらに対する賛否を問うというよ

２
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うな，これまで開催されてきた集会の形態から脱

皮することにあった。

また，今日のような都市問題が多発する大都市で

は，行政需要が増え，行政への依存度が非常に高

まってきている。

こうしたなかから，日常生活の環境問題から発生

し，高まってくる住民要求と，自治体行政におけ

る行財政の限界，との接点をどこで求めるか。そ

のための，参加と，コミニケーションの態勢を積

極的につくりあげることを目的とした。

運営の方法は，出席を依頼した各種団体から，そ

れぞれ代表者を１名選んでもらい，代表，市，一

般参加者による質疑討論という立体的方法によっ

て運営した。

この討論方式を中心にした集会の開催方法にたい

するアンケートの結果は

＜１＞「こうした方式がよい」

　　　男35％,女27％

＜2＞「地域での積み上げをしてほしい」

　　　男29％,女30％

＜3＞「個々の問題をもつと掘り下げてほしい」

　　　男29％,女30％

＜4＞「清掃の仕事がよくわかった」

　　　男69％,女46％

「ある程度わかった」

　　　男19％,女43％

「わからなかった」

　　　男0％,女1％

＜5＞「今後このような集会に参加する」

　　　男88％,女85％

という結果になった。

＜１＞の「集会の方式」については，現在市内で

もっとも開発の激しい緑区の場合,隣接する東京，

川崎はもちろん，他都市からの流入による人口急

増の地域である。

そのため，旧市民，新市民，居住形態，意識の違

いなどから,･地域におけるコミニケーションは不

足がちである。

毎日の生活をするうえで，現実問題をテーマとし

それぞれの立場から市民が１ケ所に集まり，市民

相互で話し合い，問題点を考え，そして，生活環

境を守る側，整備する側の卒直な意見交換の場と

して，初めての試みのなかでとまどいがあったけ

れども，市と市民，市民相互のコミニケーション

不足を補う役割を果たすことが出来た。

＜２＞の「地域での積み上げをもっと積極的にし

てほしい」についても，多くの参加者が望んでい

る。

今日まで，区内で開かれた各種集会は，ほとん

どが単発的であり，地域的に片寄り，その地域の

要求・陳情集会にとどまり,参加を主体にした市政

・区政を論じるまでの集会にはなり得なかった。

しかし，こうした話し合いの場は回を重ねるにし

たがい，自己中心的，ドブ板論議の単発的なもの

から地域的集会へ，更に地域集会から全区的集会

へというように逐次継続的，恒常的集会へ移行さ

れてきている実態もある。

参加とコミニケーションにより都市問題を解決

し，地域民主主義と行政の民主化を積極的に推し

進めるためには，アンケートでも求められている

ように，地域からの積み重ね方式という「ニード」

を基礎にして，区と区民により，これからの市民

参加の具体的方法について，相互で充分研究をす

る必要がある。

＜３＞，＜４＞，＜５＞，については都市化の進

む中で生活様式の向上に即応出来るような行政サ

ービスを求めている。

広報紙・回覧・パンフレット・ポスターだけでは

理解することができなかった環境事業について，

話し合いという場に「参加」してさらにくわしく

実情を知ったと言うことである。

このように区民がコミニケーションを求めている
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３ 参加と広聴・広報業務

都市化の進行にともない，行政需要は増えてきて

いる。

それとともに，人口急増，核家族化による行政へ

の依頼度に応じるための広聴業務も益々複雑化し

てきた。

個別広聴の主体である市長への手紙,そして出張，

巡回・街頭相談，集団広聴として，住民集会，地

域問題集会などはこれまでかなり有効な制度とし

て実施されてきた。

しかし，これらはいずれも，市と個人，市と集団

とのやりとりである。とするならば，これは本来

の市民参加への手段であって，目的ではない。

もちろん，個別広聴，集団広聴を問わず現状問題

の認識の上で，明日への展望を確立しなければな

らないことは言うまでもない。

情報の収集→計画の策定→フィードバックのシス

テムを市民参加の原則とし，対話から「討論」へ

進むべきだとされている。

市民参加を具体化するための，広聴・広報活動は，

住民相互による討論の素材を提供するための体制

を整え，市民が判断の出来るようなもの，市民の

知りたいと思う「情報」を適確に伝えなければな

らない。

そのためには，現在，各局・部・課・係別，そし

て各事業所別の縦割り行政を個別に当らなけれ

ば，情報がつかめないという行政内部の体制を改

め，「情報センター」の設置が必要である。

｢市の職員自体が，市長の市民参加の方針に対し

て内心迷惑かっていないか，面倒くさいことだと

考えてないか｣,一市民の投書から。また,｢市民参

加を積極的に進めていくという市政の中で，具体

的にどのように進めていくのか｣という職員の意

見。

市民参加という言葉は大変スマートにきこえる。

しかし，明治以来の保守行政の中で，“民は依ら

しむべくして知らしむべからず”の体制では，社

会情勢の変化にもかかわらず，即応出来なかった

行政に対する市民の不信感は，すぐにはぬぐい去

ることができない。これらを取り去り参加への体

制をきづきあげるためには，多くの労力と時間，

そして尨大な費用を必要とする。

区政の窓口であり，区民との接触の多い区民相談

として，単なるインフォメーション，メッセンジ

ャー・ボーイ的業務から脱皮し，区民とともに問

題の処理を進めるなかから，参加への具体的方法

を考えることが必要である。

そのことは，市・区の職員がそれぞれの立場を超

えて参加を理解するためにも，職員参加の徹底を

図る必要があるのではないか。
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地域住民と密接なつながりのある行政の窓口は区

役所である。

市長による大区役所制の構想も，年度を追うごと

に逐次権限を区に移譲する方法がとられつつある

が，まだ充分とはいえない。

加えて，縦割り行政はすべてについて，関内本庁

指向性のもとに進められており，区内の問題であ

っても，区役所のあずかり知らないこともある。

ということをわれわれは常に念頭に置かなければ

ならない。

４ 参加と職員

５ 参加と区役所



こうした制度の中で，区には何の権限もない，問

題があっても，何ひとつ積極的な手をうっことが

出来ない，という区政の現状にたいし，職員もさ

ることながら，区民の区政への意識がうすくなる

のは当然であり，区を相手にして問題を考えると

いうことはない。

市がほんとうに，「市民参加」から「住民自治」

を地域に定着させるということならば，区長をし

て区の政策を確立させ，進めることが出来るよう

にすべきではないだろうか。

市民参加が，市民サイドからなされるのか，行政

サイドからなされるのか，または政治のサイドか

らなされるのかは別として，行政とは直接眼で見

え，肌で感じられるものでなければならない。

そのためにも，試行錯誤しながらも１つ１つの実

践をこころみ;積み重ねのなかからつくり上げて

いく努力が必要である。

生活環境と市政を語る区民の集い＜参加者＞

＜緑区役所区長室区民相談室長＞
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